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元助手・元大学院生の他部局図書館利用について

上の表題で私が問題提起を したい ことは,若 手研究者の研究条件の間

題についてである。着手研究者 の就職のむづか しさは良 く知 られ るよう

にな ってきた。本学 でも,大学院 の在籍可能年限をす ぎて も,あ るいは

博士号を取得 して も,就職ができないでいる若手研究者の数は著 しく増

加している。 これ らの若手研究者は,元大学院生 となるわけだが,他に

就職できたわけではないか ら,所属機関を持たない状態 となる。 また
,

本学の一部の部局 (た とえば社研,農学 部の一 部 )で は,助 手の採用に

あた ってあ らか じめ任期を設定 し,任期が終了すると次の就職先 の有無

にかかわ らず退職 させ る, 任期付 き助手制度の運用を してい る。 この制

度は若手研究者養成のために設け られた とい ってよい と思 うが, この制

度の下の助手の場合で も,次の就職先をみつけ ることはむづか しい場合

が多 く,みつけ ることができなんヽ まま任期を終了す ると,やは り所属機

関を持たない状態 となる。

これ らの元助手・ 元大学院生は,研究を中止 したわけではない。逆に ,

もっとも大脳皮質の活動が活発な時期であ り,人 生 の中で研究を大 きく

進めることのできる時期 とい ってよい。 しか も,新たな就職先をみつけ

るために当人ができるほ とんど唯一のことは,研究を進めることだけで

あるか ら,研究を中止するわけに もいかない。

ところが, これ らの元助手,元大学院生は,所属機関を持たない立場
のゆえに,本学 の図書館利用を著 しく制限 されている。

それで も,当 人がかつ て所属 していた部局の図書館を利用す る

場合は,多 くの部局図書館で配慮がなされていると聞 く。すな

わ ち,元助手・元大学院生は,学外利用者 として分類 されるの

ではな く,現に所属 してい%助手や大学院生 と同様 の手続てテ|〕 用できるようにする配慮である。 し
か しなが ら,他 部局の図書館を利用することは,容易でない。本学の元助手・元大学院生として,特 別
な配慮がなされることは少ない。一般に学外利用者 として分類 されることになるが,所属機関
を持たない立場ゆえに,学外利用者 として利用す ることす ら不可能な場合があるのである。こ
の場合は,元助手・元大学院生は, もっとも図書館利用が必要 とい ってょい若手研究者である

に もかかわ らず制度のいわば谷間に落 ち込んでしまっているのである。

若手研究者 の研究条件を少 しで も改善す るとい う観 点か らは, これ らの元助手,元 大学院生
の図書館利用を,現 助手,現大学院生 と同様の手続 で可能 とす る制度を整えるべきではなか ろ

うか。その制度は,当人がかって所属 していた部局の図書館はい うまで もな く,他 部局の図書

館利用 の場合に も整え られるべきである。元助手・元大学院生 の大量出現は,現行制度の予想
していない事態 である。この事態に応ず るよう制度を整えることは, ごくささいな制度改革で

あ って も,当事者にとっては著 しい研究条件改善 となること, い うをまたない c

か く述べる私 も,本文が読者の 目に とまるころには,元助手の立場 になる。他部局の図書館
を利用す ることの多い研究を しているために,上 記の問題を痛切 に感 じているものであ る。

編 集 室 だ よ リー ー ー
東大図書館も新しい時代を前に大きく変ろうとしている。部局図書館 (室 )の連絡調整のために発行され

た
｀`
図書館の窓"の月1回の刊行が様々の理由で困難になる危惧を巡って編集委員全員で真剣に話し合った。

今でも充分でない速報性を守るため月報の線は是非とも維持 したぃと願 ぅ。 (菊池 三恵子 )
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